
流域治水の推進（国の動き）

• 流域治水とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、河川整備をより一層加速するとともに、
集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方

• （主な取組１）治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し
• （主な取組２）あらゆる関係者とハード・ソフト一体となった総合的な事前防災対策を「流域治水プロジェクト」として

とりまとめ、流域治水プロジェクトの取組を推進
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流域治水関連法の概要
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• 流域治水の実効性を高めるために特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（通称：流域治水関連
法）が令和３年５月10日に公布され、一部の規定が同年７月15日に、残りの規定が同年11月１日に施行された。

• 流域治水関連法は、４本の柱により、以下の９法律を一体的に改正

①特定都市河川浸水被害対策法②河川法③下水道法④水防法⑤土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律⑥都市計画法⑦防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律
⑧都市緑地法⑨建築基準法



の対策の推進を図り、もって公共の福祉
の確保に資することを目的

特定都市河川浸水被害対策法（平成16年施⾏、令和３年11月改正）について

◆特定都市河川浸水被害対策法の概要 ◆主な改正内容

② 水害リスクを踏まえた土地利用規制

• 市街化の進展により河川整備のみでは浸水被害
の防止が困難なことから、河川整備、下水道整備
に加え、流域における雨水貯留浸透施設の整備
などの流出抑制対策を一体的に推進するため、特
定都市河川を指定

（主な特定都市河川法の制度・施策等）
• 雨水浸透阻害行為の許可
• 流域水害対策計画の策定
⇒河川、下水道、雨水貯留浸透施設の整備
⇒排水ポンプ（下水道）の運転調整

• 保全調節池の指定
• 開発・建築を制限するための規制 など

大阪府：H18年に寝屋川流域において指定
※法改正後、R3年12月に大和川流域（国・奈良県域）で指定 ●特定都市河川浸水被害対策推進事業（個別補助事業）の創設

⇒流域水害対策計画に位置付けられた事業に予算を重点化

① 特定都市河川指定要件の見直し

これまでの指定要件では、寝屋川流域のみ対象であった
が、他の府管理河川でも指定が可能となった

• 「市街化の進展」以外の自然的条件等の理由による浸水
被害防止が困難な河川で水害が頻発

• そのため、「接続する河川の状況」又は「河川の周辺の地
形等の自然的条件の特殊性」により浸水被害の防止が困
難な河川を指定要件に追加

【貯留機能保全区域制度の創設】
• 洪水等を一時的に貯留する機能を有する河川沿いの低地
などを貯留機能保全区域として指定

• 盛り土等の行為の事前届出を義務化。必要に応じて助言・
勧告が可能

【浸水被害防止区域制度の創設】
• 浸水被害が頻発し、住民等の生命・身体に著しい危害が
生ずるおそれがある区域を浸水被害防止区域として指定

• 都市計画上の原則開発禁止
• 住宅、要配慮者施設等の開発・建築行為について事前許
可が必要
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これまでの大阪府での治水対策
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・全国に先駆け、府管理の全154河川で⾼頻度から低頻度
の多段型の洪水リスク情報を公表
・河川整備計画の整備メニュー完成後の洪水リスクも公表

①氾濫をできるだけ
防ぐ・減らすための
対策
・河道改修
・堤防強化
・ダムの事前放流
・維持管理

・ため池の治水活用
・⾬⽔貯留浸透施
設の整備

②被害対象を減
少させるための
対策
・⼟地利⽤誘導

③被害の軽減、
早期復旧・復興の
ための対策
・多段的洪水リス
ク情報の発信
・河川カメラ等によ
る発信
・タイムライン防災
・住まい方の工夫

洪水リスクを低減させる治水手法の検討

⼟地利⽤
“規制”

⼟地利⽤ “誘導”・

洪水リスクの周知

施策展開・効果

時間

・府管理154河川の洪水リスク表示図の公表など

STAGE１

STAGE２

STAGE3

洪水とまちづくりに関する取組

誘導・・⽴地適正化計画の⾒直し等

●現在実施している主な治水対策

• 国の「流域治水」に先立ち、「今後の治水対策の進め方（H22.6作成）」に基づき、「逃げる」「凌ぐ」「防ぐ」を効率的・
効果的に組み合わせて、流域全体で治水対策を実施中

• 府内８ブロックの地域において、水防災連絡協議会を設置し、関係者が協働して防災・減災対策を実施中
• 寝屋川流域は、平成18年に特定都市河川流域に指定し、総合治水対策を推進中

河川・砂防事業の⻑期ビジョン
現役の幹部〜中堅〜次世代を担う若⼿職員すべてが集
い、“100年後の⼤阪を想像”して描くこれからの河川・砂
防事業の展望

河川整備基本方針（法定計画）
【内容】 ⻑期的な視点に⽴った河川整備の基本的な考え⽅を⽰す
【期間】 —

河川整備計画（法定計画）

今後の治水対策の進め方
【内容】 当面の治水目標について定める
【期間】 〜2050年頃

【内容】 河川整備基本方針に基づき、当面の河川整備
の具体的な内容を定めたもの
【期間】 〜2050年頃

大阪府
都市整備中期計画（⾏政計画）

【内容】 ⼤阪や関⻄全体を⾒据えた都市インフラ
政策の中⻑期的な展望を持ちながら、概ね30年
先を⾒通しつつ今後10年間に実施する事業計画
【期間】 2021年〜2030年頃

河川整備計画（法定計画）

◆大阪府の治水計画 ◆大阪府の治水対策



大阪府での流域治水の取組

• 水防災連絡協議会に下水部局、農林部局、 都市計画部局、
建築部局が新たに参画

• 水防災連絡協議会及び寝屋川流域協議会で府内26ブロック
の流域治水プロジェクトを策定

◆令和３年度の取組み

流域の関係者による

各地域における治水対策
の「見える化」が実現 ・

（⼀級⽔系の流域治⽔プロジェクトのロードマップの作成等）

•各地域の協議会において、
計画的かつ着実に進める
ため、毎年の進捗管理⽅
法を確⽴
⇒一級水系についてプロ
ジェクトのロードマップを
作成（二級水系はR3
年度作成済）
⇒役割分担が不明確な
施策については役割分
担を⾒える化

⇒年度当初及び中間の⾏
政WGにおいて各施策
の進捗管理、協議会で
報告

◆令和４年度の取組み

＜プロジェクトのマネジメント＞

流域治水プロジェクトに基づく流域治水の推進

＜プロジェクトの充実・強化＞
・多段階の洪水リスク情報や河川整備後
の残余リスクを活用し、治水対策の効
果とリスクを関係者で共有
⇒プロジェクト背景図の⾒直し
⇒残余リスクへの対応など課題の抽出
⇒リスク等を踏まえたプロジェクト推進方
針の検討
⇒関係者が主体的に取り組む治水対
策（ため池の治⽔活⽤などの流域
対策や水害に強いまちづくりなど）の
具体的な検討

＜流域治⽔関連法による取組強化＞
• 要配慮者利⽤施設の避難訓練の報告義務
化及び避難確保計画、訓練に対する市町
村の助言・勧告が可能
⇒避難確保計画作成と訓練実施を推進

• 洪水浸水想定区域の指定対象河川の拡大
⇒全ての府管理河川を対象に区域指定を
推進

• 特定都市河川の指定条件の緩和
⇒寝屋川流域以外の流域において、特定
都市河川に指定するか否かの検討、市
町村等の関係者との調整に着手
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